
（取組名）⽔害ハザードマップの作成・周知 （⼤阪市危機管理室）

⽔害ハザードマップの作成・周知取組内容

令和４年度

○ 中小河川※の浸水想定区域図を水害ハザードマップに追加（５月～）

○ 市役所・各区役所などで周知・配架

令和５年度

○ 令和５年１２月に安威川の浸水想定が更新されたことを受けて、既存の水害ハザードマップ

に差込版として新たな浸水想定区域図を追加した。（令和6年3月～）

○ 市役所・各区役所などで周知・配架

令和６年度以降

○ 市役所・各区役所などで周知・配架

○ 市が出展するイベント等で周知・配架

（震災対策技術展、もしもFES等）

（水害ハザードマップ） （水害ハザードマップ差込版）

資料７



（取組名）避難所受付システムの導⼊ 豊中市

避難所受付システムの導⼊について取組内容

従来は紙でしていた避難所受付を、避難者の⽅がお⼿持ちのスマートフォンからすることで受付をスムーズにするもの。
また、どの避難所にどのくらいの⼈数の⽅が逃げてきているのか管理しやすくする狙いがあり、導⼊を実施。

避難所受付システム管理画⾯

メリット
・紙での管理ではなく、データ上で管理できるので
⼈数把握が容易になった。（各避難所からの定期報告の⼿間削減）
・避難所に⼊るための受付で待機する時間が⼤幅に短縮された



ハザードマップ、防災ブックの作成・更新 （吹⽥市）被害対象を減少させるための対策

①内⽔ハザードマップの作成
②洪⽔ハザードマップ、防災マップ等の更新
③防災ブックの改訂

取組内容

①内⽔ハザードマップ作成
・吹⽥市の⾬⽔出⽔浸⽔想定区域の指定に伴い「内⽔ハザード
マップ」を作成。
・原則として、洪⽔ハザードマップの洪⽔浸⽔想定区域を⾬⽔出⽔
浸⽔想定区域に置き換えたものとした。

②洪⽔ハザードマップ、防災マップの更新
安威川ダムの供⽤開始による洪⽔浸⽔想定区域図が更新された
ことに伴い「洪⽔ハザードマップ」を更新。
市内の災害時に有⽤な施設や道路状況などの情報を更新し、
「防災マップ」へ反映。

③防災ブックの改訂
防災知識編、マップ編で構成されている防災啓発の冊⼦で、防災知
識編においては新しい情報として「令和６年能登半島地震の教訓」、
「在宅避難の取り組み⽅」などのトピックスの追加や各情報の時点更
新を⾏い、マップ編においては「内⽔ハザードマップ」を新たに追加しまし
た。印刷製本は20,000部。

それぞれの取組

周知⽅法
市報にて周知し、ホームページ、防災ブックにて公開
防災ブックは、以前全⼾配布を実施しており、転⼊者等への配布を継続す
ることで、全⼾配布の状況を継続している 防災ブック Ａ５サイズ １９９ページ（前回より増増ページ増）

ハザードマップ すべて⽔防法に基づいたものに
洪⽔・内⽔ＨＭ内に⼟砂災害警戒区域を記載

ハザードマップ

防災マップ

防災ブック



（被害軽減の取組） ⼤和川右岸⽔防事務組合

取組内容
①⽔防体制の強化に関する事項
⽔防に関する広報の充実（⽔防団員確保に係る取組）
・団員募集ポスター及びマスコットキャラクターの作成

当組合が加盟する淀川・⼤和川右岸⽔防事務組合連合会と⼤阪市⽴デザイン教育研究所
⽔防団に関する認知度向上等を図ることを⽬的に連携協定を締結し、令和７年度におい
て⽔防団募集ポスター及び⽔防団マスコットキャラクターを作成。
今後の⽔防団の認知度向上及び⽔防団員募集活動に活⽤していく。

団員募集 ⽔防団マスコット
ポスター キャラクター

ビーボ君



（被害軽減の取組） ⼤和川右岸⽔防事務組合

①⽔防体制の強化に関する事項 ⽔防関係者間での連携、協⼒に関する検討
・⽔防関係者（⼤阪府⻄⼤阪治⽔事務所、⼤阪港湾局、警察署、消防署、区役所）と⽔防団員が共同
し⽔⾨・防潮鉄扉・樋⾨の開閉操作及び無線通信の訓練を実施

取組内容

令和７年度⽔樋⾨鉄扉操作訓練（令和７年６⽉２５⽇実施）



⾃治体と連携し、⾼校教師を対象に気象に関する研修及び⼩学校で理科特別授業を実施 ⼤阪管区気象台

⼤阪府教育センターで⼤阪府内の⾼校教師を対象にした気象に関する研修を実施
⼤阪市内の⼩学校で理科特別授業を実施取組内容

⼤阪府内の⾼校教師を対象にした気象に関する研修
を実施（R7.7.23）

⼤阪市内の⼩学校で理科特別授業を実施
（R7.9.8）

 本研修は、⼤阪府教育センターの依頼で⼤阪府内の⾼等
学校及び⽀援学校（⾼等部）の教員を対象としたものであ
り、実習と講義を実施しました。（参加教員 20名）

 実習は簡易⽇射計の製作と⽇射量の測定を含めた気象測
器の説明、観測データをもとにした天気図作成と天気予報の
２つ、講義は防災気象情報の活⽤について解説しました。

 気象測器の説明では転倒ます型⾬量計について興味を⽰さ
れ、説明後に質問を受け、休憩時にも質問されたり、写真を
撮影されていました。

 講義では気象庁ホームページを紹介しながら説明しました。
気象庁ホームページの⾒⽅に苦慮されていた⽅が⼀部いまし
たが、ほとんどの⽅がスムーズに閲覧されていました。苦慮され
ていた⽅には当台職員が個別にフォローして対応しました。

当台職員による研修の様⼦

 ⼤阪市教育委員会が実施している理科特別授業の⼀環で
⼩学５年⽣を対象に「急な⼤⾬・雷・⻯巻から⾝を守ろう︕」
のDVDを使った防災授業を実施しました。

 前半は、雲の種類や積乱雲について解説し、その後、急な⼤
⾬や雷・⻯巻が近づき危ない場⾯に遭遇する動画の視聴、児
童によるワークシートの記⼊作業を⾏いました。途中の休憩時
間に実験道具を配り、雲を作る実験を体験してもらいました。

 後半は、児童によるワークシートの解答の発表、取るべき⾏動
を解説した動画を視聴した後、復習を兼ねてワークシートの解
答の解説を⾏い、最後に振り返りを⾏いました。

（左）動画視聴後の児童によるワークシート記⼊作業の様⼦
（右）児童によるワークシートの解答の発表する様⼦



岩手県岩泉町
(楽ん楽ん)

背景・経過１

水防法及び土砂法に基づく要配慮者利用施設の
避難確保計画作成・避難訓練実施状況

平成21年7月 山口豪雨災害
・土石流により特別養護老人ホームの入所者７名が犠牲

平成28年8月 相次ぐ台風による豪雨災害
・北海道、東北地方で中小河川氾濫の多発、岩手県小本川
において、グループホームで逃げ遅れにより9名が犠牲

平成29年6月 『水防法』及び『土砂災害防止法』の改正
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の
実施が義務化

令和2年7月 豪雨災害
・熊本県南部を襲った豪雨により球磨川が氾濫し、特別養護老人
ホームの入所者14名が犠牲

令和３年７月 『水防法』及び『土砂災害防止法』の改正
・「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和3年法律第31号）」

の施行による改正
⇒要配慮者利用施設の利用者の避難確保のための避難訓練の報告義務化
⇒避難確保計画及び避難訓練の報告に対し、市町村長による助言・勧告が可能に

▶社会福祉施設、学校、病院など
防災上の配慮を要する者が利用
する施設

■作成義務を負うもの
• 施設管理者（公共・民間）
■対象
• 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内

にある施設のうち、市町村の地域防災計
画に位置付けられた施設

■府・市町村の役割・責任
• 府・市町村の関係部局は連携して計画

作成の助言等、積極的に支援を行う。
• 市町村は、作成していない施設管理者に

対して指示や公表ができる。
• 計画及び避難訓練の報告に対し、市町

村長による助言・勧告が可能
■計画の提出・避難訓練の実施報告先
• 市町村長

法令の概要２

進捗状況（詳細 別紙参照）３

要配慮者利用施設の避難訓練に係る講習会（支援）４

■大阪府内の計画作成、訓練実施状況（※令和7年4月1日～9月30日）山口県防府市
(ライフケア高砂)

熊本県球磨村
(千寿園)

資料８

○洪水浸水想定区域
避難確保計画作成済み 98％ 避難訓練実施率※ ９％
○土砂災害警戒区域
避難確保計画作成済み 93％ 避難訓練実施率※ 36％

協力）淀川/大和川河川事務所・大阪管区気象台・大阪府

○これまでは訓練実施の依頼等にとどまっていたものの、忙しい・人手が無いといった声を
踏まえ、令和７年度は能勢町・藤井寺市・東大阪市・門真市・枚方市にて、
施設管理者向けに避難訓練に関する講演、意見交換(ワークショップ)を実施

講演状況 ワークショップ

■消防などの訓練は実施していたが、洪水に関する訓練は知らなかった
■訓練実施していても、市に報告する事を知らなかった
■中々、職員数が少ないので、利用者を含めた実地訓練は難しいが、まずは
施設職員での訓練は今後、実施報告したいと思う など

【主な意見】

引き続き、施設管理者に対し、避難訓練の実施及び訓練結果
の報告について周知・依頼をお願いします
依頼文書の適時送付と併せて、電話連絡など複数の対応で
取組の促進をお願いします



水防法及び土砂法に基づく要配慮者利用施設の
避難確保計画作成・避難訓練実施状況



護岸損傷 帯工・水叩工損傷

更新日：2026年3月13日 ページID：18

『河川施設の点検結果』を公表しています（令和8年3月更新）

河川施設点検結果の概要

（1）『身近な河川施設の状況をご確認ください。』

大阪府では、堤防や護岸等の河川施設の定期点検や必要に応じて緊急点検を実施し、施設の損傷状況を把握することにより、適切な維持管理に努めています。

地域の皆さんにも、身近な河川施設の状況を知って頂くために、「河川施設の点検結果」を公表しています。（河川施設点検結果一覧）

今回、河川施設の定期点検を実施いたしましたので、その結果とこれまでの公表箇所の対応状況も含めてとりまとめましたので公表します。

（2）『点検結果（要注意箇所等）への対応』

「要注意箇所」とは、河川や砂防施設に損傷がみられ、このまま放置しておくと人家等に影響を及ぼす可能性がある箇所です。

「要注意箇所」の内、特に損傷が著しい箇所は「緊急対応実施箇所」とし、次期出水期までに（5月末までに）応急的な対応を完了し、その後更に必要な対策を実施する等適
切に対処します。

「要注意箇所」については、必要に応じ詳細な調査や応急的な対応を実施し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。

（3）『お願い（地域防災力の向上を目指して）』

大阪府では緊急対応実施箇所、要注意箇所とも必要な対策を終えるまでの間、パトロール等を通じ損傷状況の把握を行うとともに、必要に応じ適切な措置を講じるなど、不
測の事態に備えます。

もし、地域住民の皆さんが、身近な河川や砂防施設の異常を発見された場合には、管轄の事務所にお知らせください。

大阪府は、市町村と連携し、地域の皆さんと一緒に地域防災力の向上に取組みます。

参考：損傷箇所の事例

河川砂防施設点検結果一覧

　令和7年度の点検では、新たに発見された緊急対応実施箇所及び要注意箇所はありませんでした。

 

令和8年3月末時点

地域 所管する河川砂防施設 点検結果 縦覧場所

豊能
地域

豊中市、池田市、箕面市、能勢町、豊能町に存するもの（西大阪治水事務所※1所管を除く。）
要注意箇所・緊急対応実施
箇所はありません。

池田土木事務
所
（池田市城南1
-1-1）
Tel：072-752-
4111

河川室（大
阪市中央区
大手前3-2-
12別館4階）
Tel：06-69
44-9306

三島
地域

吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町に存するもの（西大阪治水事務所※1所管を除く。糸田川及び
安威川は大阪市に存する部分を含む。)

要注意箇所・緊急対応実施
箇所はありません。

茨木土木事務
所
（茨木市中穂
積1-3-43）
Tel：072-627-
1121

河川施設点検の概要

大阪府

https://www.pref.osaka.lg.jp/index.html
kitamurata
テキストボックス
資料９




北河
内地
域

守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市に存するもの（寝屋川水系改修工営所
※2所管を除く）

要注意箇所・緊急対応実施
箇所はありません。

枚方土木事務
所
（枚方市大垣
内町2-15-1）
Tel：072-844-
1331

中河
内地
域

八尾市、柏原市、東大阪市に存するもの（寝屋川水系改修工営所※2所管を除く）
要注意箇所・緊急対応実施
箇所はありません。

八尾土木事務
所
（八尾市荘内
町2-1-36）
Tel：072-994-
1515

南河
内地
域

富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村に存
するもの（東除川は、大阪市及び堺市に、西除川・平尾小川は堺市に存する部分を含む。）

要注意箇所・緊急対応実施
箇所はありません。

富田林土木事
務所
（富田林市寿
町2-6-1）
Tel：0721-25-
1131

泉北
地域

堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町に存するもの
一覧表（P
DF：34K
B）

箇所図（PD
F：4,067K
B）

鳳土木事務所
（堺市西区鳳
東町4-390-1）
Tel：072-273-
0123

泉南
地域

岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町に存するもの
要注意箇所・緊急対応実施
箇所はありません。

岸和田土木事
務所
（岸和田市野
田町3-13-2）
Tel：072-439-
3601

大阪
市域

神崎川、左門殿川、中島川、西島川、旧淀川（安治川・堂島川・大川）、土佐堀川、木津川、尻無川、正
蓮寺川、六軒家川、中島川左岸から神崎川右岸までの防潮堤の存する区域

要注意箇所・緊急対応実施
箇所はありません。

西大阪治水事
務所
（大阪市西区
江之子島2-1-6
4）
Tel：06-6541-
7771

寝屋
川流
域

寝屋川(京阪電気鉄道株式会社京阪本線萱島橋の下流端から下流の部分に限る。)、恩智川(近畿日本鉄道株
式会社信貴線鉄橋下流端から下流の部分に限る。)、第二寝屋川、平野川(府道大阪中央環状線橋梁下流端
から下流の部分に限る。)、平野川分水路、古川

要注意箇所・緊急対応実施
箇所はありません。

寝屋川水系改
修工営所
（大阪市城東
区東中浜4-6-3
5）
Tel：06-6962-
7661

河川の対象は大阪府が管理する一級河川及び二級河川

このページの作成所属

都市整備部河川室河川環境課環境整備グループ

大阪府庁 法人番号：4000020270008

本庁 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
代表電話番号 06-6941-0351

咲洲庁舎 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
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令和８年度 発注予定⼯事（４⽉公表分） ＜４⽉１⽇発注予定＞  所属：⻄⼤阪治⽔事務所

路河川地区等名 案件名 市区町村名 地名

353 西大阪治水事務所 一級河川　尻無川 　浚渫工事（Ｒ８尻無川水門） 大阪市大正区 泉尾七丁目地内　外 浚渫 ★―３ 浚渫工　一式 第２四半期 ４ケ月

355 西大阪治水事務所 一級河川　六軒家川 外　河床掘削工事 大阪市此花区 春日出南二丁目地内　外 浚渫 ★―２ 河川掘削工　一式 第２四半期 ６ケ月

356 西大阪治水事務所 一級河川　神崎川 　河床掘削工事Ｒ８ー２（神洲橋下流） 豊中市 大島町三丁目地内　外 浚渫 ★―２ 河床掘削工　一式 第１四半期 ７ケ月

357 西大阪治水事務所 一級河川　神崎川
　河床切下げ対策工事Ｒ８ー１（神洲橋
下流右岸）

豊中市 大島町三丁目地内　外 土木一式 ★―２ 地盤改良工　一式 第１四半期 １０ケ月

358 西大阪治水事務所 一級河川　神崎川
　河床切下げ対策工事Ｒ８ー２（神洲橋
下流右岸）

豊中市 大島町三丁目地内　外 土木一式 ★―２ 地盤改良工　一式 第２四半期 ８ケ月

360 西大阪治水事務所 一級河川　西島川 　浚渫工事Ｒ８（出来島水門下流） 大阪市西淀川区 出来島三丁目地内　外 浚渫 ★―３ 浚渫工　一式 第２四半期 ６ケ月

361 西大阪治水事務所 一級河川　神崎川 　浚渫工事Ｒ８（三国橋上流） 大阪市淀川区 三国一丁目地内　外 浚渫 ★―２ 浚渫工　一式 第２四半期 ８ケ月

362 西大阪治水事務所 一級河川　安治川　（旧淀川） 　新水門機械設備工事 大阪市此花区 西九条七丁目地内　外
プラント機械設

備
☆

鋼板製ローラゲート　２門、補機設備
一式、製作・据付・調整　一式

第２四半期 ８４ケ月

No 種別 規模

名称 場所

所属
（執行機関）

案件概要 発注時期 期間

資料10－１



令和８年度 発注予定⼯事（４⽉公表分） ＜４⽉１⽇発注予定＞  所属：寝屋川⽔系改修⼯営所

路河川地区等名 案件名 市区町村名 地名

369 寝屋川水系改修工営所 一級河川　寝屋川
　加納元町調節池築造工事（深野取水
施設工）

東大阪市 元町二丁目地内 土木一式 ★―１ 取水施設工　一式 第１四半期 ２４ケ月

373 寝屋川水系改修工営所 一級河川　平野川
外　浚渫工事（Ｒ８・Ｒ９　城見橋上
流）

大阪市城東区 中浜一丁目地内　外 浚渫 ★―３ 浚渫工　一式 第３四半期 ７ケ月

374 寝屋川水系改修工営所 一級河川　恩智川
外　浚渫工事（Ｒ８・Ｒ９　御供田北
橋上下流）

大東市 幸町地内　外 浚渫 ★―２ 浚渫工　一式 第３四半期 ７ケ月

375 寝屋川水系改修工営所 一級河川　第二寝屋川
外　浚渫工事（Ｒ８・Ｒ９　五百石大
橋上流）

東大阪市 御厨東一丁目地内　外 浚渫 ★―２ 浚渫工　一式 第３四半期 ７ケ月

No 種別 規模 案件概要 発注時期 期間所属
（執行機関）

名称 場所

資料10－2



令和８年度 大阪府水防計画 改定概要

1

【本編】

➢ 水防法及び気象業務法の法改正に伴う、防災気象情報の体系整理に関する追記

✓ 新たな防災気象情報に伴う、名称の変更等（第5章）

⚫ 注意報・警報等の情報名に、避難行動に直結するレベル表記が付記。

⚫ 「警戒レベル４相当」の情報として、「レベル４危険警報」が新設。

⚫ 洪水注意報・警報が廃止。レベル５氾濫特別警報の新設など。

✓ 氾濫通報制度の新設に伴う、氾濫発生水位の設定

⚫ 河川等の氾濫発生・氾濫切迫時における河川管理者等による通報が開始。（第１０章）

⚫ 氾濫発生水位を記載（第５章第４節）

➢ 洪水浸水想定区域・内水浸水想定区域の指定状況を更新（第17章）

➢ 関係法令等改正（水防法・気象業務法その他関連法令、大阪府水防協議会条例）

【資料編】

➢ 各種付表を最新版に更新

✓ 重要水防区域図（第1表）、ため池水防区域一覧（第2表）

✓ 防潮扉箇所一覧（第5表） 、主要貯水施設一覧表（第7表）

✓ 水防資器材、水防要員表（第11表）、水位観測所の量水標の有無（第16表）

➢ 異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準を最新版に更新（第２図）

➢ 府所有緊急自動車一覧表を最新版に更新（第5図）

➢ 水防操作協定等等を現時点版に更新（水門操作協定書等）

資料11



令和８年度 大阪府水防計画 改定概要【本編】

2

【本編】

➢ 水防法及び気象業務法の法改正に伴う、防災気象情報の体系整理に関する追記

✓ 新たな防災気象情報に伴う、名称の変更等（第5章）

⚫ 注意報・警報等の情報名に、避難行動に直結するレベル表記が付記。（赤下線）

⚫ 「警戒レベル４相当」の情報として、「レベル４危険警報」が新設（青色塗りつぶし）

⚫ 洪水注意報・警報が廃止。レベル５氾濫特別警報の新設など

令和8年5月まで 令和8年６月から



令和８年度 大阪府水防計画 改定概要【本編】

3

【本編】

➢ 水防法及び気象業務法の法改正に伴う、防災気象情報の体系整理に関する追記

✓ 新たな防災気象情報に伴う、名称の変更等（第5章）

⚫ 注意報・警報等の情報名に、避難行動に直結するレベル表記が付記

⚫ 「警戒レベル４相当」の情報として、「レベル４危険警報」が新設

⚫ 洪水注意報・警報が廃止。レベル５氾濫特別警報の新設など

令和8年5月まで 令和8年６月から



令和８年度 大阪府水防計画 改定概要【本編】

4

【本編】

➢ 水防法及び気象業務法の法改正に伴う、防災気象情報の体系整理に関する追記

✓ 氾濫通報制度の新設に伴う、氾濫発生水位の設定

⚫ 河川等の氾濫発生・氾濫切迫時における河川管理者等による通報が開始。（第１０章）

⚫ 氾濫発生水位を記載（第５章第４節）

第１０章の３の記載内容



令和８年度 大阪府水防計画 改定概要【本編】

5

✓ 氾濫通報制度の新設に伴う、氾濫発生水位の設定

⚫ 河川等の氾濫発生・氾濫切迫時における河川管理者等による通報が開始（第１０章）

⚫ 氾濫発生水位を記載（第５章第４節）

第1章総則の文言



令和８年度 大阪府水防計画 改定概要【本編】

6

【本編】

➢ 洪水浸水想定区域・内水浸水想定区域の指定状況を更新（第17章）

①「第17章第1節 洪水浸水想定区域の指定状況」に、R7年度に指定された市管理河川を追加

② 「第17章第2節 内水浸水想定区域の指定状況」に、R7年度に指定された24市町を追加



令和８年度 大阪府水防計画 改定概要【本編】

7

【本編】

➢ 関係法令等改正（水防法・気象業務法その他関連法令、大阪府水防協議会条例）

①水防法・気象業務法が令和7年12月に法改正されたことに伴う、水防法及び気象業務法の改定

②大阪府附属機関条例における報酬額の改定に伴う、大阪府水防協議会条例における報酬の改定



令和８年度 大阪府水防計画 改定概要【資料編】

➢各種付表を最新版に更新

✓重要水防区域図（第1表）、ため池水防区域（第2表）

✓防潮扉箇所一覧（第5表） 、主要貯水施設一覧表（第7表）

✓水防資器材、水防要員表（第11表）、水位観測所の量水標の有無（第16表）

➢異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準を最新版に更新
（第２図）

➢府所有緊急自動車一覧表を最新版に更新（第5図）

➢水防操作協定等を現時点版に更新（水門操作協定書等）

8



おおさかタイムライン防災プロジェクト

大阪府では、タイムラインを以下の３つに分類し、先行取り組み（リーディングプロ
ジェクト）を実施。これらの先行事例をモデルとして、洪水や土砂災害、高潮災害など
様々なハザードを対象に、国や市町村と連携し大阪府全域にタイムラインの作成と活
用を拡げていく、「おおさかタイムライン防災プロジェクト」を進めている。

比較的大きな流域を対象として、行政機関に加え、ライフライン事業者、鉄道事業
者など多くの防災機関の防災行動を記載したもの。国や府が主体となって関係する
防災機関とともに作成。

広域タイムライン 5/5地域＜寝屋川流域、神崎川・安威川流域、南河内地域、大津川流域、大阪湾（泉州）高潮＞

市町村タイムライン 42/43市町村

一つの市町村を対象として、市町村の各部署の防災行動を記載したもの。市町村
の各部署が参画し、作成。

コ ミュニティ（地域）タイムライン 28市町村、202地区

自治会などの小さな区域を対象として、住民や自主防災組織などが行う防災行動
を記載したもの。市町村と地域住民がリスクコミュニケーションを図りながら作成。

タイムラインとは
流域治水の一環である「逃げる」施策は、災害時には重要な事項の１つであり、こ
れまでも推し進めてきたところ。タイムラインもその１つで、大規模な災害から住民の命
を守り、被害を最小化することを目的に防災関係機関が連携して災害時に発生する
状況をあらかじめ想定し、「いつ」「誰が」「何をするか」に着目して防災行動とその実
施主体を時系列に整理したものである。

プロジェクトの概要

課題と対応

淀川

大和川

摂津市

※上図は、タイムライン完成状況
「広域タイムライン」
「市町村タイムライン」

令和２年８月策定・運用開始
実績：9回 改訂：３回

これまでの取組

令和元年９月策定・運用開始
実績：８回 改訂：３回

平成30年８月策定・運用開始
実績：16回 改訂：６回

リーディングプロジェクト

令和２年３月策定・運用開始
実績：５回

令和３年９月策定・運用開始
実績：４回 ※訓練未実施

キックオフ

平成29年３月
おおさかタイムライン防災
プロジェクトシンポジウム

令和３年３月策定・運用開始
実績：４回 改訂：３回

平成29年３月
策定・運用開始

リーディングプロジェクト

平成30年６月
策定・運用開始

リーディングプロジェクト

令和８年度の取組
＜広域タイムライン＞ 訓練未実施の１流域において訓練を実施/振り返り・改善を実施
＜市町村タイムライン＞ 未作成１市の早期完成/策定済みの市町村は振り返り・改善を実施
＜コミュニティタイムライン＞ 未作成の市町における作成を目標とし、府は引き続き支援を実施
⇒土砂災害は、洪水と比較してリスクの範囲が限定されることから、地域単位で避難計画を
作成することが有効

⇒地区単位ハザードマップ（HM)作成済の地域に対し、実際の運用や訓練を行った際にタイ
ムラインの作成を促す等、重点的に作成の取組を拡げていく。

コミュニティタイムライン作成状況

地区単位ＨＭの見直し

避難訓練、
実際の避難行動

適宜更新

地区単位HMの運用や
訓練等の実施

タイムライン
分類

課題 対応

広域 ●タイムラインを活用した訓練の実施
●タイムラインの改善

●全てのタイムラインで訓練を実施
●実際の水害対応を踏まえ、改善を実施

市町村 ●全市町村でのタイムライン作成
●タイムラインの活用、改善

●市町村への作成の働きかけ、支援
●実際の水害時の活用、ふりかえり、改善を
実施

コミュニティ ●地区数が多く作成が十分に進んでい
ない

●地域のモチベーションや担い手不足
●優先的に作成の対象とするリスク
（土砂・洪水）の明確化

●事例集の活用等により横展開
●イベントや訓練等での周知、講師等の派
遣支援

●地区単位ハザードマップ作成済地域での
作成促進

令和８年４月 河川整備課 計画グループ

コミュニティタイムライン
作成

今後・・

〈マイタイムライン〉３つのタイムラインを進めるともに、特にコミュニティタイムライン作成済みの地域
については、国の推進する“マイタイムライン”についても関係部局と協力の上、推進していく。

R7は16地区策定（R8.1末時点）

資料12



令和８年度 大阪府の取組について

◆動画やワークシート（ひな形）などをまとめたDVDを府内全市町村へ配布しています！

◆コミュニティタイムライン総括表のひな形もダウンロード可能です！
おおさか タイムライン

■詳しくは、ホームページをご覧ください。

で検索

【策定に向け希望する支援】
・地域に配布できるひな形や説明資料の提供
・出前講座の支援
・地域TL作成に資する情報提供
・タイムライン作成にかかる経費支援 等々

★市町村の困りごとをヒアリング★

◆ホームページから、だれでも視聴可能です！

コミュニティタイムライン策定支援

消防庁
国民保護・防災部防災課長

【課題】
・地域タイムライン作成支援の中心となる市町村の防災担当職員の人員不足等
・専門知識を有した方の意見を伺うことによる防災担当職員の説得力や意識向上

コミュニティタイムライン策定を支援する講習会

【講習会概要】
□ 対 象：防災担当職員や地元自治会長等
□ 講習内容（例）：

講義）タイムライン(意義・効果／作成方法等)    １時間
流域治水/水害等リスク/防災気象情報/

演習）グループ毎のタイムライン作成 ２時間

全市町村で１つのコミニティタイムライン作成を促進

岸和田市内（R7.8.25）、大阪市内（R7.8.29）において、
近畿建設協会の協力のもと、作成支援の講習会を実施

検討内容の発表・タイムライン作成

講習会の様子
（岸和田市内）

グループワーク状況

<令和７年度の取組み>


